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店舗総合保険＋休業損失補償特約

店舗や事務所にワイドな補償を

ビジネス
オーナーズ



店舗や事務所にワイドな補償を
事業者用火災保険の決定版

のワイドな補償ビジネスオーナーズ

ビジネスオーナーズ
〈店舗総合保険＋休業損失補償特約〉
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（注1）損保ジャパンの店舗総合保険で補償される損害をいいます。
保険の対象が上記のような事故によって損害を受けた場合に損害保険金をお
支払いします。また、事故の形態によっては、被災時の様々な費用を補償する費
用保険金等をお支払いする場合があります。詳しくは裏面のあらましをご覧い
ただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

（注2）建物内部での車両もしくはその積載物の衝突・接触を含みます。

※オプション１をセットした場合は、地震火災費用保険金はお支払いの対象となりません。
※居住用建物（併用住宅）に対しては、この特約をセットすることはできませんので、地震保険にご加入ください。
　地震保険の補償内容、ご契約金額などについては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

●地震、噴火またはこれらによる津波が原因で発生した火災による建物、設備･什器等、商品･製品等の損
害を、ご契約金額（保険金額）の50％（関東･中部･関西地区（注）は30％限度）を限度として補償します。

（注） 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、長野県、三重県、京都府、大阪府、滋賀県、和歌山県、奈良県、兵庫県

●設備・什器等に生じた破損・汚損などの損害を補償します。
●事務用機器や厨房機械などの電気的･機械的事故の補償の有無および自己負担額を選択できます。
●損害の額から自己負担額を差し引いた残額をお支払いします。
※貴金属・宝石・書画・彫刻物その他の美術品で１個または１組の価額が30万円を超えるもの、稿本（本などの原稿）、試運転中の什器など、この特約の補
償の対象とならない物があります。

●商品･製品等に生じた盗難・破損・汚損などの損害を、保管中・輸送中を問わず補償します。
　 （保管中のみの補償とすることも可能です。この場合は「商品・製品等総合補償特約（輸送中対象外）」をセットします。）
●損害の額から自己負担額を差し引いた残額をお支払いします。また、輸送中の損害は1事故につき
1,000万円またはご契約金額のいずれか低い額が限度となります。

※貴金属・宝石・書画・彫刻物・高級呉服その他の美術品で１個または１組の価額が30万円を超えるもの、稿本、野積みの商品、生鮮食料品など、この特約の補
償の対象とならない物があります。

●ガラスの破損、いたずら、破壊行為などによる建物の損害を補償します。
●エレベーター・空調設備などの建物付帯設備の電気的・機械的事故の補償の有無および自己負担額を選択できます。
●損害の額から自己負担額を差し引いた残額をお支払いします。

【ご注意】※ご契約いただく保険の対象によっては、オプション2～4の補償の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
　　　　 ※オプション2～4をセットした場合は、事故の形態によっては各種の費用保険金等をお支払いする場合があります。
　　　　 詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

左記の災害などによる
店舗の休業のリスクを
ワイドに補償。

休業損失

休業損失を補償

取引先の事故の
影響による
休業損失も補償

休業日数短縮費用を補償

損保ジャパンの店舗総合保険で補償される財物損害に加えて、その
場合の休業による損失も補償します。
ご契約時にお決めいただいた保険金のお支払い対象期間（約定復旧
期間）を限度に、「ご契約金額（休業損失保険金額）（注1）×休業日数」を
お支払いします。（注2）

仮店舗費用・移転広告費・外注費用などの、休業日数を減少させる
ために支出した必要かつ有益な費用も補償します。
「この費用の支出によって減少させることができた休業日数×ご契
約金額（休業損失保険金額）（注1）」または「ご契約金額（休業損失保険金
額）（注1）×30倍」のいずれか大きい額を限度に実費をお支払いします。

原材料の直接の仕入先、商品・製品等の直接の納入先など取引先の
事故により休業した場合の損失も補償します。
休業2日目以降、休業日数30日を限度に、「ご契約金額（休業損失保
険金額）（注1）×休業日数」をお支払いします。（注2）

（注1）ご契約金額（休業損失保険金額）とは、1日あたりの補償額をいい、1日あたりの粗利益の額（売上高－商品仕入高および原材料費）の範囲内でご契約時に設定いただきます。
（注2）復旧期間内の売上減少高×支払限度率（最近の会計年度（１か年間）の粗利益の額×110%÷同期間内の売上高）から、臨時雇従業員を解雇したため支払う必要のなくなった人件費など

の支払いを免れた経常費等を差し引いた額が限度となります。
※上記基本補償にプラスして、下記の事故が発生したことによる休業損失の補償を追加することができます。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
　破損・汚損などの事故による休業損失／食中毒による休業損失／ネットワーク中断による休業損失／仕入れ品の納品遅延による休業損失
※補償の対象とならない期間やお支払いする保険金の限度額がありますので、詳細は裏面のあらましをご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

さらに

お客さまの
ニーズに
合わせて、
こんな補償も
選べます。

オプション
1

オプション
2

オプション
3

オプション
4

地震による火災補償（地震火災補償特約（店総用）） 破損・汚損等の補償について（オプション2～4）

さまざまな補償に対するオプション

ビジネスオーナーズの保険の対象

ご契約時に特にご注意いただきたいこと

ご契約後の契約内容の変更などのご通知

①建物の構造につき、ご確認ください。 ②ご契約金額（保険金額）について、ご確認ください。

お得な保険料

破損・汚損等補償については、お客さまのご希望にあわせた特約、自己負担額を選択できます。

オプション1～4以外にも、以下のような補償を追加することができます。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

お支払いする保険金の概要については裏面のあらましをご参照ください。

水災の上乗せ補償

賠償の補償

現金・有価証券の補償

情報メディアの補償

建物の破損・汚損等補償（ビル総合特約／破損危険補償特約）

商品・製品等の盗難、破損・汚損等補償（商品・製品等総合補償特約）

設備・什器等の破損・汚損等補償（事務用機器補償特約／設備・什器等総合補償特約）

水災による損害に対し、店舗総合保険でお支払いする保険金に上乗せして保険金をお支払い
することができます。

業務用の通貨や預貯金証書に生じた損害を補償します。
補償額や補償範囲（保管中・輸送中等）などを選択できます。

偶然な事故により情報メディア（データ・プログラムおよびその記録媒体）が損害を受けたため
に生じた費用に対し、１事故につき50万円（自己負担額2万円）を限度に補償します。

お客さまの事業活動に伴う事故により、法律上負担する賠償責任による損害を包括的に補償しま
す。飲食業・製造業・販売業・運送業・サービス業の業種ごとに必要な補償をパックしています。

ビジネスオーナーズでお引受けができる保険の対象は、下記のとおりです。
　　・事業専用または併用住宅「建物」
　　・事業専用建物または併用住宅建物内に収容の「設備・什器等」「商品・製品等」
※屋外に独立して設置されている看板などの屋外設備は、ビジネスオーナーズおよび店舗総合保険でのお引受けはできません。
ただし、左記オプション3をセットした場合は、屋外に独立して設置された看板が破損等の事故で損害を被り、修復を行った場合に、設備・什器等のご契約金額（保
険金額）の3％または10万円のいずれか低い額を限度に実額をお支払いします（屋外看板修復費用保険金）。詳しくは裏面のあらましをご覧いただくか、取扱代理店
または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※併用住宅に収容される家財については、ビジネスオーナーズでのご契約はできませんが、店舗総合保険等でお引き受けすることができます。
※貴金属・宝石・書画・彫刻物その他の美術品等で１個または１組の価額が30万円を超えるもの、66㎡未満の物置・車庫・その他の付属建物、稿本（本などの原稿）、設
計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿などは、ご契約時にご申告いただき保険証券に明記した場合にかぎり、保険の対象とすることができます。
　上記の物件については、明記した場合でもオプション特約の補償の対象にならないものがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

ビジネスオーナーズは、
「充実の補償」に対する
保険料が割安です。

休業損失 オプション1

オプション2，3，4

ビジネスオーナーズだと
20％割引！
●損保ジャパンの店舗休業保険を個別にご契約
の場合よりも保険料は20％割引となっています。

店舗総合保険の保険料を
10％割引！
●オプション１～4のいずれかをセットしてご契約の場合、オプション
をセットする保険の対象について、損保ジャパンの店舗総合保険の
保険料が、10％割引となります。（注）

店舗
総合保険

店舗
休業保険

店舗
総合保険

休業
損失
補償

20％
 割引

店舗
総合保険

休業
損失
補償 オプション

補償

20％
 割引

地震
による
火災

破損・汚損等
補償

10％
 割引

最大

地震による火災補償

通常のご加入
（注）オプションを2つ以上セットされる場合または店舗総合保険に既に割引が適用されている場合は、店舗総合保険の割引は合計で10％までとなります。

（店舗総合保険の保険料について10％割引を反映済） ※保険料は、建物所在地、業種、構造等によって異なりますので個別にお問い合わせください。

東京都杉並区所在の鉄骨耐火コンクリート造（1級構造）レストランの場合（一時払・保険期間1年）

ビジネスオーナーズ オプション（1～4）のいずれかをセットした場合

破損・汚損等補償

ご契約例 
店舗総合保険 ビジネスオーナーズ（基本契約）

●建物ご契約金額 ……………

●設備・什器等ご契約金額……
●商品・製品等ご契約金額…………

オプションをセットした
場合の追加保険料

●建物ご契約金額………………
●設備・什器等ご契約金額……
●商品・製品等ご契約金額…………
●休業損失ご契約金額（日額）……
　約定復旧期間……………………………
　最大支払限度額………………

5,000万円
2,000万円
100万円

5,000万円

1,800万円

2,000万円
100万円
10万円
6か月

91,150円
101,630円

＋12,370円

保険料
保険料

オプショ
ン1 地震による火災補償

申込書に記載されている建物の構造については、特に次の点について
ご注意のうえ、ご確認ください。
・木造建物であっても、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物
に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
・木造建物で外壁がコンクリート造（ＡＬＣ造を含みます。）等の建
物や土蔵造の建物は、継続前契約の有無等により、保険料が変わり
ますので、ご注意ください。

●ご契約後に以下の変更などが生じた場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡
がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

　１．建物の構造用途の変更　　２．保険の対象の移転　　３．住居部分がなくなった場合　　４．建物の建築年月の変更
　５．建物内の職作業・作業規模の変更　　６．割増引の変更（地震保険の割引、公有物件等割引、消火設備割引が適用された場合）

など
●保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望される場合は、事前にご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効
力を失いますので、ご注意ください。なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、遅滞なくご連絡ください。

●保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせ
やご案内ができなくなります。

※詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

・保険価額（時価額）を超えてご契約されても、その
超過分はむだとなります。

・保険価額（時価額）いっぱいに保険をつけておかな
いと、事故の際、損害額に対して保険金が不足す
る場合があります。

※詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでご確認ください。

じゅう

  ご注意   類似の他の保険契約または共済契約がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。

じゅう

ひょう

ぬ

じょう

じゅう

じゅう

じゅう

じゅう じゅう

ひな

じゅう

じゅう

い

じゅう

保険の対象

建物

設備・什器等

○
○
○
○

×
○
×
○

破損危険補償特約
ビル総合特約

設備・什器等総合補償特約
事務用機器補償特約

なし・3万円・10万円
なし・3万円・10万円
3万円・10万円
3万円・10万円

破損・汚損
による損害

電気的・機械的
事故による損害 特約名称 自己負担額

じゅう
じゅう

保険の対象

商品・製品等 ○
○

○
×

商品・製品等総合補償特約
商品・製品等総合補償特約（輸送中対象外）

3万円・10万円
3万円・10万円

破損・汚損・盗難
による損害

輸送中の事故
による損害 特約名称 自己負担額



店舗や事務所にワイドな補償を
事業者用火災保険の決定版

のワイドな補償ビジネスオーナーズ

ビジネスオーナーズ
〈店舗総合保険＋休業損失補償特約〉

火災

建物、設備・什器等、商品・製品等などの
万一の事故による損害（注1）

水災
風災
雹災
雪災

破裂
爆発落雷

盗難
＊商品･製品等は対
　象となりません。

建 物 外 部
からの物体
の衝突飛来

（注2）

騒擾・労働
争議に伴う
暴力行為・
破壊行為

給排水設備
の事故等に
よる水濡れ

（注1）損保ジャパンの店舗総合保険で補償される損害をいいます。
保険の対象が上記のような事故によって損害を受けた場合に損害保険金をお
支払いします。また、事故の形態によっては、被災時の様々な費用を補償する費
用保険金等をお支払いする場合があります。詳しくは裏面のあらましをご覧い
ただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

（注2）建物内部での車両もしくはその積載物の衝突・接触を含みます。

※オプション１をセットした場合は、地震火災費用保険金はお支払いの対象となりません。
※居住用建物（併用住宅）に対しては、この特約をセットすることはできませんので、地震保険にご加入ください。
　地震保険の補償内容、ご契約金額などについては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

●地震、噴火またはこれらによる津波が原因で発生した火災による建物、設備･什器等、商品･製品等の損
害を、ご契約金額（保険金額）の50％（関東･中部･関西地区（注）は30％限度）を限度として補償します。

（注） 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、長野県、三重県、京都府、大阪府、滋賀県、和歌山県、奈良県、兵庫県

●設備・什器等に生じた破損・汚損などの損害を補償します。
●事務用機器や厨房機械などの電気的･機械的事故の補償の有無および自己負担額を選択できます。
●損害の額から自己負担額を差し引いた残額をお支払いします。
※貴金属・宝石・書画・彫刻物その他の美術品で１個または１組の価額が30万円を超えるもの、稿本（本などの原稿）、試運転中の什器など、この特約の補
償の対象とならない物があります。

●商品･製品等に生じた盗難・破損・汚損などの損害を、保管中・輸送中を問わず補償します。
　 （保管中のみの補償とすることも可能です。この場合は「商品・製品等総合補償特約（輸送中対象外）」をセットします。）
●損害の額から自己負担額を差し引いた残額をお支払いします。また、輸送中の損害は1事故につき
1,000万円またはご契約金額のいずれか低い額が限度となります。

※貴金属・宝石・書画・彫刻物・高級呉服その他の美術品で１個または１組の価額が30万円を超えるもの、稿本、野積みの商品、生鮮食料品など、この特約の補
償の対象とならない物があります。

●ガラスの破損、いたずら、破壊行為などによる建物の損害を補償します。
●エレベーター・空調設備などの建物付帯設備の電気的・機械的事故の補償の有無および自己負担額を選択できます。
●損害の額から自己負担額を差し引いた残額をお支払いします。

【ご注意】※ご契約いただく保険の対象によっては、オプション2～4の補償の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
　　　　 ※オプション2～4をセットした場合は、事故の形態によっては各種の費用保険金等をお支払いする場合があります。
　　　　 詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

左記の災害などによる
店舗の休業のリスクを
ワイドに補償。

休業損失

休業損失を補償

取引先の事故の
影響による
休業損失も補償

休業日数短縮費用を補償

損保ジャパンの店舗総合保険で補償される財物損害に加えて、その
場合の休業による損失も補償します。
ご契約時にお決めいただいた保険金のお支払い対象期間（約定復旧
期間）を限度に、「ご契約金額（休業損失保険金額）（注1）×休業日数」を
お支払いします。（注2）

仮店舗費用・移転広告費・外注費用などの、休業日数を減少させる
ために支出した必要かつ有益な費用も補償します。
「この費用の支出によって減少させることができた休業日数×ご契
約金額（休業損失保険金額）（注1）」または「ご契約金額（休業損失保険金
額）（注1）×30倍」のいずれか大きい額を限度に実費をお支払いします。

原材料の直接の仕入先、商品・製品等の直接の納入先など取引先の
事故により休業した場合の損失も補償します。
休業2日目以降、休業日数30日を限度に、「ご契約金額（休業損失保
険金額）（注1）×休業日数」をお支払いします。（注2）

（注1）ご契約金額（休業損失保険金額）とは、1日あたりの補償額をいい、1日あたりの粗利益の額（売上高－商品仕入高および原材料費）の範囲内でご契約時に設定いただきます。
（注2）復旧期間内の売上減少高×支払限度率（最近の会計年度（１か年間）の粗利益の額×110%÷同期間内の売上高）から、臨時雇従業員を解雇したため支払う必要のなくなった人件費など

の支払いを免れた経常費等を差し引いた額が限度となります。
※上記基本補償にプラスして、下記の事故が発生したことによる休業損失の補償を追加することができます。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
　破損・汚損などの事故による休業損失／食中毒による休業損失／ネットワーク中断による休業損失／仕入れ品の納品遅延による休業損失
※補償の対象とならない期間やお支払いする保険金の限度額がありますので、詳細は裏面のあらましをご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

さらに

お客さまの
ニーズに
合わせて、
こんな補償も
選べます。

オプション
1

オプション
2

オプション
3

オプション
4

地震による火災補償（地震火災補償特約（店総用）） 破損・汚損等の補償について（オプション2～4）

さまざまな補償に対するオプション

ビジネスオーナーズの保険の対象

ご契約時に特にご注意いただきたいこと

ご契約後の契約内容の変更などのご通知

①建物の構造につき、ご確認ください。 ②ご契約金額（保険金額）について、ご確認ください。

お得な保険料

破損・汚損等補償については、お客さまのご希望にあわせた特約、自己負担額を選択できます。

オプション1～4以外にも、以下のような補償を追加することができます。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

お支払いする保険金の概要については裏面のあらましをご参照ください。

水災の上乗せ補償

賠償の補償

現金・有価証券の補償

情報メディアの補償

建物の破損・汚損等補償（ビル総合特約／破損危険補償特約）

商品・製品等の盗難、破損・汚損等補償（商品・製品等総合補償特約）

設備・什器等の破損・汚損等補償（事務用機器補償特約／設備・什器等総合補償特約）

水災による損害に対し、店舗総合保険でお支払いする保険金に上乗せして保険金をお支払い
することができます。

業務用の通貨や預貯金証書に生じた損害を補償します。
補償額や補償範囲（保管中・輸送中等）などを選択できます。

偶然な事故により情報メディア（データ・プログラムおよびその記録媒体）が損害を受けたため
に生じた費用に対し、１事故につき50万円（自己負担額2万円）を限度に補償します。

お客さまの事業活動に伴う事故により、法律上負担する賠償責任による損害を包括的に補償しま
す。飲食業・製造業・販売業・運送業・サービス業の業種ごとに必要な補償をパックしています。

ビジネスオーナーズでお引受けができる保険の対象は、下記のとおりです。
　　・事業専用または併用住宅「建物」
　　・事業専用建物または併用住宅建物内に収容の「設備・什器等」「商品・製品等」
※屋外に独立して設置されている看板などの屋外設備は、ビジネスオーナーズおよび店舗総合保険でのお引受けはできません。
ただし、左記オプション3をセットした場合は、屋外に独立して設置された看板が破損等の事故で損害を被り、修復を行った場合に、設備・什器等のご契約金額（保
険金額）の3％または10万円のいずれか低い額を限度に実額をお支払いします（屋外看板修復費用保険金）。詳しくは裏面のあらましをご覧いただくか、取扱代理店
または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※併用住宅に収容される家財については、ビジネスオーナーズでのご契約はできませんが、店舗総合保険等でお引き受けすることができます。
※貴金属・宝石・書画・彫刻物その他の美術品等で１個または１組の価額が30万円を超えるもの、66㎡未満の物置・車庫・その他の付属建物、稿本（本などの原稿）、設
計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿などは、ご契約時にご申告いただき保険証券に明記した場合にかぎり、保険の対象とすることができます。
　上記の物件については、明記した場合でもオプション特約の補償の対象にならないものがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

ビジネスオーナーズは、
「充実の補償」に対する
保険料が割安です。

休業損失 オプション1

オプション2，3，4

ビジネスオーナーズだと
20％割引！
●損保ジャパンの店舗休業保険を個別にご契約
の場合よりも保険料は20％割引となっています。

店舗総合保険の保険料を
10％割引！
●オプション１～4のいずれかをセットしてご契約の場合、オプション
をセットする保険の対象について、損保ジャパンの店舗総合保険の
保険料が、10％割引となります。（注）

店舗
総合保険

店舗
休業保険

店舗
総合保険

休業
損失
補償

20％
 割引

店舗
総合保険

休業
損失
補償 オプション

補償

20％
 割引

地震
による
火災

破損・汚損等
補償

10％
 割引

最大

地震による火災補償

通常のご加入
（注）オプションを2つ以上セットされる場合または店舗総合保険に既に割引が適用されている場合は、店舗総合保険の割引は合計で10％までとなります。

（店舗総合保険の保険料について10％割引を反映済） ※保険料は、建物所在地、業種、構造等によって異なりますので個別にお問い合わせください。

東京都杉並区所在の鉄骨耐火コンクリート造（1級構造）レストランの場合（一時払・保険期間1年）

ビジネスオーナーズ オプション（1～4）のいずれかをセットした場合

破損・汚損等補償

ご契約例 
店舗総合保険 ビジネスオーナーズ（基本契約）

●建物ご契約金額 ……………

●設備・什器等ご契約金額……
●商品・製品等ご契約金額…………

オプションをセットした
場合の追加保険料

●建物ご契約金額………………
●設備・什器等ご契約金額……
●商品・製品等ご契約金額…………
●休業損失ご契約金額（日額）……
　約定復旧期間……………………………
　最大支払限度額………………

5,000万円
2,000万円
100万円

5,000万円

1,800万円

2,000万円
100万円
10万円
6か月

91,150円
101,630円

＋12,370円

保険料
保険料

オプショ
ン1 地震による火災補償

申込書に記載されている建物の構造については、特に次の点について
ご注意のうえ、ご確認ください。
・木造建物であっても、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物
に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
・木造建物で外壁がコンクリート造（ＡＬＣ造を含みます。）等の建
物や土蔵造の建物は、継続前契約の有無等により、保険料が変わり
ますので、ご注意ください。

●ご契約後に以下の変更などが生じた場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡
がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

　１．建物の構造用途の変更　　２．保険の対象の移転　　３．住居部分がなくなった場合　　４．建物の建築年月の変更
　５．建物内の職作業・作業規模の変更　　６．割増引の変更（地震保険の割引、公有物件等割引、消火設備割引が適用された場合）

など
●保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望される場合は、事前にご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効
力を失いますので、ご注意ください。なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、遅滞なくご連絡ください。

●保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせ
やご案内ができなくなります。

※詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

・保険価額（時価額）を超えてご契約されても、その
超過分はむだとなります。

・保険価額（時価額）いっぱいに保険をつけておかな
いと、事故の際、損害額に対して保険金が不足す
る場合があります。

※詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでご確認ください。

じゅう

  ご注意   類似の他の保険契約または共済契約がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。

じゅう

ひょう

ぬ

じょう

じゅう

じゅう

じゅう

じゅう じゅう

ひな

じゅう

じゅう

い

じゅう

保険の対象

建物

設備・什器等

○
○
○
○

×
○
×
○

破損危険補償特約
ビル総合特約

設備・什器等総合補償特約
事務用機器補償特約

なし・3万円・10万円
なし・3万円・10万円
3万円・10万円
3万円・10万円

破損・汚損
による損害

電気的・機械的
事故による損害 特約名称 自己負担額

じゅう
じゅう

保険の対象

商品・製品等 ○
○

○
×

商品・製品等総合補償特約
商品・製品等総合補償特約（輸送中対象外）

3万円・10万円
3万円・10万円

破損・汚損・盗難
による損害

輸送中の事故
による損害 特約名称 自己負担額



店舗や事務所にワイドな補償を
事業者用火災保険の決定版

のワイドな補償ビジネスオーナーズ

ビジネスオーナーズ
〈店舗総合保険＋休業損失補償特約〉

火災

建物、設備・什器等、商品・製品等などの
万一の事故による損害（注1）

水災
風災
雹災
雪災

破裂
爆発落雷

盗難
＊商品･製品等は対
　象となりません。

建 物 外 部
からの物体
の衝突飛来

（注2）

騒擾・労働
争議に伴う
暴力行為・
破壊行為

給排水設備
の事故等に
よる水濡れ

（注1）損保ジャパンの店舗総合保険で補償される損害をいいます。
保険の対象が上記のような事故によって損害を受けた場合に損害保険金をお
支払いします。また、事故の形態によっては、被災時の様々な費用を補償する費
用保険金等をお支払いする場合があります。詳しくは裏面のあらましをご覧い
ただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

（注2）建物内部での車両もしくはその積載物の衝突・接触を含みます。

※オプション１をセットした場合は、地震火災費用保険金はお支払いの対象となりません。
※居住用建物（併用住宅）に対しては、この特約をセットすることはできませんので、地震保険にご加入ください。
　地震保険の補償内容、ご契約金額などについては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

●地震、噴火またはこれらによる津波が原因で発生した火災による建物、設備･什器等、商品･製品等の損
害を、ご契約金額（保険金額）の50％（関東･中部･関西地区（注）は30％限度）を限度として補償します。

（注） 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、長野県、三重県、京都府、大阪府、滋賀県、和歌山県、奈良県、兵庫県

●設備・什器等に生じた破損・汚損などの損害を補償します。
●事務用機器や厨房機械などの電気的･機械的事故の補償の有無および自己負担額を選択できます。
●損害の額から自己負担額を差し引いた残額をお支払いします。
※貴金属・宝石・書画・彫刻物その他の美術品で１個または１組の価額が30万円を超えるもの、稿本（本などの原稿）、試運転中の什器など、この特約の補
償の対象とならない物があります。

●商品･製品等に生じた盗難・破損・汚損などの損害を、保管中・輸送中を問わず補償します。
　 （保管中のみの補償とすることも可能です。この場合は「商品・製品等総合補償特約（輸送中対象外）」をセットします。）
●損害の額から自己負担額を差し引いた残額をお支払いします。また、輸送中の損害は1事故につき
1,000万円またはご契約金額のいずれか低い額が限度となります。

※貴金属・宝石・書画・彫刻物・高級呉服その他の美術品で１個または１組の価額が30万円を超えるもの、稿本、野積みの商品、生鮮食料品など、この特約の補
償の対象とならない物があります。

●ガラスの破損、いたずら、破壊行為などによる建物の損害を補償します。
●エレベーター・空調設備などの建物付帯設備の電気的・機械的事故の補償の有無および自己負担額を選択できます。
●損害の額から自己負担額を差し引いた残額をお支払いします。

【ご注意】※ご契約いただく保険の対象によっては、オプション2～4の補償の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
　　　　 ※オプション2～4をセットした場合は、事故の形態によっては各種の費用保険金等をお支払いする場合があります。
　　　　 詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

左記の災害などによる
店舗の休業のリスクを
ワイドに補償。

休業損失

休業損失を補償

取引先の事故の
影響による
休業損失も補償

休業日数短縮費用を補償

損保ジャパンの店舗総合保険で補償される財物損害に加えて、その
場合の休業による損失も補償します。
ご契約時にお決めいただいた保険金のお支払い対象期間（約定復旧
期間）を限度に、「ご契約金額（休業損失保険金額）（注1）×休業日数」を
お支払いします。（注2）

仮店舗費用・移転広告費・外注費用などの、休業日数を減少させる
ために支出した必要かつ有益な費用も補償します。
「この費用の支出によって減少させることができた休業日数×ご契
約金額（休業損失保険金額）（注1）」または「ご契約金額（休業損失保険金
額）（注1）×30倍」のいずれか大きい額を限度に実費をお支払いします。

原材料の直接の仕入先、商品・製品等の直接の納入先など取引先の
事故により休業した場合の損失も補償します。
休業2日目以降、休業日数30日を限度に、「ご契約金額（休業損失保
険金額）（注1）×休業日数」をお支払いします。（注2）

（注1）ご契約金額（休業損失保険金額）とは、1日あたりの補償額をいい、1日あたりの粗利益の額（売上高－商品仕入高および原材料費）の範囲内でご契約時に設定いただきます。
（注2）復旧期間内の売上減少高×支払限度率（最近の会計年度（１か年間）の粗利益の額×110%÷同期間内の売上高）から、臨時雇従業員を解雇したため支払う必要のなくなった人件費など

の支払いを免れた経常費等を差し引いた額が限度となります。
※上記基本補償にプラスして、下記の事故が発生したことによる休業損失の補償を追加することができます。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
　破損・汚損などの事故による休業損失／食中毒による休業損失／ネットワーク中断による休業損失／仕入れ品の納品遅延による休業損失
※補償の対象とならない期間やお支払いする保険金の限度額がありますので、詳細は裏面のあらましをご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

さらに

お客さまの
ニーズに
合わせて、
こんな補償も
選べます。

オプション
1

オプション
2

オプション
3

オプション
4

地震による火災補償（地震火災補償特約（店総用）） 破損・汚損等の補償について（オプション2～4）

さまざまな補償に対するオプション

ビジネスオーナーズの保険の対象

ご契約時に特にご注意いただきたいこと

ご契約後の契約内容の変更などのご通知

①建物の構造につき、ご確認ください。 ②ご契約金額（保険金額）について、ご確認ください。

お得な保険料

破損・汚損等補償については、お客さまのご希望にあわせた特約、自己負担額を選択できます。

オプション1～4以外にも、以下のような補償を追加することができます。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

お支払いする保険金の概要については裏面のあらましをご参照ください。

水災の上乗せ補償

賠償の補償

現金・有価証券の補償

情報メディアの補償

建物の破損・汚損等補償（ビル総合特約／破損危険補償特約）

商品・製品等の盗難、破損・汚損等補償（商品・製品等総合補償特約）

設備・什器等の破損・汚損等補償（事務用機器補償特約／設備・什器等総合補償特約）

水災による損害に対し、店舗総合保険でお支払いする保険金に上乗せして保険金をお支払い
することができます。

業務用の通貨や預貯金証書に生じた損害を補償します。
補償額や補償範囲（保管中・輸送中等）などを選択できます。

偶然な事故により情報メディア（データ・プログラムおよびその記録媒体）が損害を受けたため
に生じた費用に対し、１事故につき50万円（自己負担額2万円）を限度に補償します。

お客さまの事業活動に伴う事故により、法律上負担する賠償責任による損害を包括的に補償しま
す。飲食業・製造業・販売業・運送業・サービス業の業種ごとに必要な補償をパックしています。

ビジネスオーナーズでお引受けができる保険の対象は、下記のとおりです。
　　・事業専用または併用住宅「建物」
　　・事業専用建物または併用住宅建物内に収容の「設備・什器等」「商品・製品等」
※屋外に独立して設置されている看板などの屋外設備は、ビジネスオーナーズおよび店舗総合保険でのお引受けはできません。
ただし、左記オプション3をセットした場合は、屋外に独立して設置された看板が破損等の事故で損害を被り、修復を行った場合に、設備・什器等のご契約金額（保
険金額）の3％または10万円のいずれか低い額を限度に実額をお支払いします（屋外看板修復費用保険金）。詳しくは裏面のあらましをご覧いただくか、取扱代理店
または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※併用住宅に収容される家財については、ビジネスオーナーズでのご契約はできませんが、店舗総合保険等でお引き受けすることができます。
※貴金属・宝石・書画・彫刻物その他の美術品等で１個または１組の価額が30万円を超えるもの、66㎡未満の物置・車庫・その他の付属建物、稿本（本などの原稿）、設
計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿などは、ご契約時にご申告いただき保険証券に明記した場合にかぎり、保険の対象とすることができます。
　上記の物件については、明記した場合でもオプション特約の補償の対象にならないものがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

ビジネスオーナーズは、
「充実の補償」に対する
保険料が割安です。

休業損失 オプション1

オプション2，3，4

ビジネスオーナーズだと
20％割引！
●損保ジャパンの店舗休業保険を個別にご契約
の場合よりも保険料は20％割引となっています。

店舗総合保険の保険料を
10％割引！
●オプション１～4のいずれかをセットしてご契約の場合、オプション
をセットする保険の対象について、損保ジャパンの店舗総合保険の
保険料が、10％割引となります。（注）

店舗
総合保険

店舗
休業保険

店舗
総合保険

休業
損失
補償

20％
 割引

店舗
総合保険

休業
損失
補償 オプション

補償

20％
 割引

地震
による
火災

破損・汚損等
補償

10％
 割引

最大

地震による火災補償

通常のご加入
（注）オプションを2つ以上セットされる場合または店舗総合保険に既に割引が適用されている場合は、店舗総合保険の割引は合計で10％までとなります。

（店舗総合保険の保険料について10％割引を反映済） ※保険料は、建物所在地、業種、構造等によって異なりますので個別にお問い合わせください。

東京都杉並区所在の鉄骨耐火コンクリート造（1級構造）レストランの場合（一時払・保険期間1年）

ビジネスオーナーズ オプション（1～4）のいずれかをセットした場合

破損・汚損等補償

ご契約例 
店舗総合保険 ビジネスオーナーズ（基本契約）

●建物ご契約金額 ……………

●設備・什器等ご契約金額……
●商品・製品等ご契約金額…………

オプションをセットした
場合の追加保険料

●建物ご契約金額………………
●設備・什器等ご契約金額……
●商品・製品等ご契約金額…………
●休業損失ご契約金額（日額）……
　約定復旧期間……………………………
　最大支払限度額………………

5,000万円
2,000万円
100万円

5,000万円

1,800万円

2,000万円
100万円
10万円
6か月

91,150円
101,630円

＋12,370円

保険料
保険料

オプショ
ン1 地震による火災補償

申込書に記載されている建物の構造については、特に次の点について
ご注意のうえ、ご確認ください。
・木造建物であっても、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物
に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
・木造建物で外壁がコンクリート造（ＡＬＣ造を含みます。）等の建
物や土蔵造の建物は、継続前契約の有無等により、保険料が変わり
ますので、ご注意ください。

●ご契約後に以下の変更などが生じた場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡
がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

　１．建物の構造用途の変更　　２．保険の対象の移転　　３．住居部分がなくなった場合　　４．建物の建築年月の変更
　５．建物内の職作業・作業規模の変更　　６．割増引の変更（地震保険の割引、公有物件等割引、消火設備割引が適用された場合）

など
●保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望される場合は、事前にご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効
力を失いますので、ご注意ください。なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、遅滞なくご連絡ください。

●保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせ
やご案内ができなくなります。

※詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

・保険価額（時価額）を超えてご契約されても、その
超過分はむだとなります。

・保険価額（時価額）いっぱいに保険をつけておかな
いと、事故の際、損害額に対して保険金が不足す
る場合があります。

※詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでご確認ください。

じゅう

  ご注意   類似の他の保険契約または共済契約がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。

じゅう

ひょう

ぬ

じょう

じゅう

じゅう

じゅう

じゅう じゅう

ひな

じゅう

じゅう

い

じゅう

保険の対象

建物

設備・什器等

○
○
○
○

×
○
×
○

破損危険補償特約
ビル総合特約

設備・什器等総合補償特約
事務用機器補償特約

なし・3万円・10万円
なし・3万円・10万円
3万円・10万円
3万円・10万円

破損・汚損
による損害

電気的・機械的
事故による損害 特約名称 自己負担額

じゅう
じゅう

保険の対象

商品・製品等 ○
○

○
×

商品・製品等総合補償特約
商品・製品等総合補償特約（輸送中対象外）

3万円・10万円
3万円・10万円

破損・汚損・盗難
による損害

輸送中の事故
による損害 特約名称 自己負担額



休業に対する備えは万全ですか？

は、ご商売をがっちりガードします。

料理飲食店

ダクト内の塵や油に引火。
厨房を焼失し、休業。

ちり

じゅう

じゅう

食料品製造販売店

オーブンの異常加熱で出火。
設備等を焼失し、休業。

損保ジャパンが実際にお支払いした一例です。

休業

90日
休業保険金

605万円
財物保険金

351万円＋

休業

13日
休業保険金

130万円
財物保険金

181万円＋

休業

42日
休業保険金

420万円
財物保険金

760万円＋

休業

4日
休業保険金

49万円
財物保険金

19万円＋

夜間、車両が飛び込み逃走。
店舗入り口を破損し、休業。

隣接店舗の火災により類焼。
什器備品等を焼失し、休業。

小売店・スーパー

店舗据付自販機の配線から出火。
什器備品、商品を焼失し、休業。

休業

10日
休業保険金

694万円
財物保険金

624万円＋

ホテル・旅館

ボイラ用排煙ダクト内から発火。
旅館建物を焼失し、休業。

休業

3日
休業保険金

248万円
財物保険金

286万円＋

事務所

共同排水管に異物が詰まり、
汚水が逆流し、休業。

休業

10日
休業保険金

200万円
財物保険金

272万円＋



お問い合わせ先

SJ09-22872 2010.1.28  Y5037-09  10.01（99LA5478） 164050 Ver 2.01

〒160-8338　東京都新宿区西新宿1-26-1　TEL. 03（3349）3111
ホームページアドレス　http://www.sompo-japan.co.jp

【受付時間】◆平日：午後5時～翌日午前9時
　　　　　 ◆土日祝日：24時間（12月31日～1月3日を含みます。）
※上記受付時間外は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡くだ
　さい。

事故サポートデスク
（株）損保ジャパン・ハートフルライン社が運営しています。

7Ⓡ0120－727－110

万一、事故にあわれたら

【保険金をお支払いできない主な場合】
①ご契約者や被保険者（補償を受けられる方）の故意もしくは重大な過失また
は法令違反
②ご契約者または被保険者が所有・運転する車両またはその積載物の衝突・接触
③火災などの事故の際の紛失・盗難
④動産が屋外にある間に生じた盗難
⑤戦争・内乱・暴動

⑥地震、噴火またはこれらによる津波（居住用建物（併用住宅）で「地震保険」
を付帯する場合および居住用建物（併用住宅）以外で「地震火災補償特
約（店総用）」をセットする場合は、それぞれの約款・特約に基づき、お支払い
の対象となります。）
⑦核燃料物質に起因する事故
⑧土地の沈下・隆起・移動
⑨自然の消耗またはさび、かび、変質など

⑩テロ行為（※）または情報（プログラム、ソフトウエアおよびデータ）のみに生じ
た損害（ご契約金額（保険金額）10億円以上の場合にかぎります。）
　※政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人または
これと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。

⑪1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石等に生じた損害（オプ
ション3、4の補償）   　　　　 など
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

★ビジネスオーナーズは休業損失補償特約（店総用）およびオプション特約をセットした店舗総合保険の商品名です。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせくだ
さい。また、ご契約前には必ず「重要事項等説明書」および普通保険約款・特約をご覧ください。
●ご契約者と被保険者（補償を受けられる方）が異なる場合は、その方にもこのパンフレットに記載された内容をお伝えください。
●本保険にご加入いただけない場合（家財を保険の対象とした場合等）がありますので、詳細は取扱代理店または損保ジャパンま
でお問い合わせください。
●この保険は、営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ（ご契約申込みの撤回等）の対象とはなりませんのでご注
意ください。
●建物のみのご契約の場合、建物に収容される設備・什器等や商品・製品等の動産の損害については保険金をお支払いできませ
ん。これら動産について補償を希望される場合は、別途ご契約金額を決めてご契約ください。
●保険料をお支払いいただきますと、損保ジャパン所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。なお、口座振替
の場合は、保険料領収証が発行されませんのでご了承ください。
●保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い
合わせください。また、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してくだ
さい。
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の
交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約に
つきましては、損保ジャパンと直接ご契約されたものとなります。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して、保険料の受領、
保険証券の発行、保険金支払その他業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく
単独別個に保険契約上の責任を負います。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に
定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返れい金等のお支払いが一定期間凍
結されたり、金額が削減されることがあります。火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人（引受保険会社の経営破綻時
に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。）またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険
契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返
れい金等の8割まで（ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額）が補償されます。
　なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金の全額が補償されます。
　損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案
内・提供等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報（セ
ンシティブ情報）については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保
ジャパンのホームページ（http://www.sompo-japan.co.jp）に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保
ジャパンまでお問い合わせください。

事故にあわれたときは、遅滞なく損保
ジャパンまたは取扱代理店までご連絡く
ださい。遅滞なくご連絡いただけなかっ
た場合は、保険金の全額または一部をお
支払いできないことがありますので、ご
注意ください。

損保ジャパンのビジネスオーナーズのあらまし
お支払いする場合の概要 お支払いする保険金の概要
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30万円

  300万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額
1個または1組につき100万円

業 務 用 通 貨　（※2）
業務用預貯金証書　（※2）

明記した貴金属･美術品などについて　（※2）

盗難にあったもの 1事故の限度額（1敷地内ごと）

（※1）　　　  （※2）

1火災
2破裂・爆発
3落雷
4風災・雹災・雪災（※1）（※2）
5建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触・倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物
の衝突・接触
6給排水設備・スプリンクラー設備に生じた事故もしくは他人の戸室で生じた事故による漏水、放
水または溢水（水が溢れることをいいます。）による水濡れ
7騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
8盗難（保険の対象が商品・製品等の場合は対象となりません。）
※1　雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が風・雹・雪災の事故に

よって直接破損したために生じた場合にかぎります。
※２　損害の額が20万円以上となった場合にかぎります。損害の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のす

べてについて一括して行います。

9水災
（1）建物が保険価額の30％以上の損害を受けたとき。
（2）（1）以外で、床上浸水（※1）または地盤面（※2）より45cm超の浸水で、保険の対象である建物が保険価額の

15％以上30％未満の損害を受けたとき。
（3）（1）（2）以外で、床上浸水（※1）または地盤面（※2）より45cm超の浸水で、保険の対象である建物が損害を受

けたとき。
（4）床上浸水（※1）または地盤面（※2）より45cm超の浸水で、保険の対象である設備・什器等、商品・製品等が

損害を受けたとき。
※１　「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床（畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きま

す。）を超える浸水をいいます。
※２　床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。

10休業損失
（1）1～9の事故により保険証券記載の建物等（他人が占有する部分を含みます。）が損害を被り、店舗を

休業した場合
（2）1～9の事故により、店舗内外の電気・ガス・水道・電話配線などが損害を被り、店舗を休業した場合
（3）日本国内に所在する原材料等の直接の仕入先、製品等の直接の納入先の1～9の事故により、店舗

を休業した場合
（4）（1）～（3）の損害を被り、休業日数を減少させるために必要かつ有益な費用を支出した場合（休業日数短

縮費用）

11地震火災
　  地震火災補償特約（店総用）：地震、噴火またはこれらによる津波により火災が発生したとき。
　  （ただし居住用建物（併用住宅）に対してはこの特約をセットすることはできませんので、地震保険にご加入ください。
　  地震保険の補償内容、保険金額などについては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。）

12その他不測かつ突発的事故（建物の破損・汚損等補償）
（1）破損危険補償特約：建物へのいたずら、破壊行為、ガラスの単独損害などの建物の破損・汚損
（2）ビル総合特約：上記（1）の補償に加え、空調設備、電気設備、昇降設備などの建物付帯設備の電気的・
　  機械的事故

14その他不測かつ突発的事故（商品・製品等の盗難・破損・汚損等補償）
＊電気的・機械的事故による損害は補償の対象となりません。
（1）商品・製品等総合補償特約（輸送中対象外）：保険の対象の収容場所内保管中における事故　
（2）商品・製品等総合補償特約：上記（1）の補償に加え、保険の対象の日本国内の輸送中における事故

地震火災費用
地震、噴火またはこれらによる津波（以下「地震等」といいます。）により次のような火災が発生したとき。
　（1）保険の対象が建物である場合は、建物が半焼以上となったとき。
　（2）保険の対象が動産である場合は、動産を収容する建物が半焼以上となったとき。
※「半焼」とは建物の主要構造部の火災による損害の額が保険価額の20%以上となった場合、または焼失床面積
がその建物の延べ床面積の20%以上となった場合をいいます。

臨時費用
1～7の事故により保険金が支払われる場合（オプション２～4をセットした場合は12～14の事故も対象）
残存物取片づけ費用
1～7の事故により保険金が支払われる場合（オプション２～4をセットした場合は12～14の事故も対象）

損害防止費用
1～3の事故の際に損害の発生・拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したとき。

修理付帯費用
1～3の事故により保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり損保ジャパンの承認を得て必要かつ有益な費用を支出したとき。

失火見舞費用
保険の対象またはその収容建物から発生した1～2の事故により他人の所有物に損害（煙損害・臭気付着損害を除きます。）が生じたとき。

屋外看板修復費用
1～9、13の事故により、敷地内所在の被保険者が所有する看板に損害が生じた場合で、屋外看板を実際に修復したとき。

13その他不測かつ突発的事故（設備・什器等の破損・汚損等補償）
（1）設備・什器等総合補償特約：設備・什器等の破損・汚損　
（2）事務用機器補償特約：上記（1）の補償に加え、事務用機器、厨房機械などの電気的・機械的事故

損害額×
　　　ご契約金額（保険金額、以下同様）

　　　　  保険価額（時価額、以下同様）（※1）×80％
ただし、ご契約金額または損害額のいずれか低い額が限度となります。
●盗難（通貨、預貯金証書、明記した貴金属・美術品などの場合）のお支払い限度額

●左記（2）の場合は、ご契約金額×10％（1事故で同一敷地内の事故による保険金を合算して200万円限度）
●左記（3）（4）の場合は、ご契約金額×5％（1事故で同一敷地内の事故による保険金を合算して100万円限度）
※1事故につき、左記（2）～（4）の同一敷地内の事故による保険金を合算して200万円限度となります。
※ただし、ご契約金額＞保険価額の場合は、算式の「ご契約金額」は「保険価額」と読み替えます。

損害額
ただし、1事故・保険期間通算でご契約金額の30％もしくは50％が限度となります。
※1　〈30％限度の地区〉
　東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、長野県、
　三重県、京都府、大阪府、滋賀県、和歌山県、奈良県、兵庫県
※2　〈50％限度の地区〉　上記以外の地区

（損害額－自己負担額）×
    ご契約金額

　　　　　　　　　　　保険価額×80％
ただし、ご契約金額または「損害額－自己負担額」のいずれか低い額が限度となります。

（損害額－自己負担額）×
    ご契約金額

　　　　　　　　　　　保険価額×80％
ただし、ご契約金額または「損害額－自己負担額」のいずれか低い額が限度となります。

損害保険金×30％
（1事故1敷地内につき500万円が限度）

損保ジャパンの承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用
（１事故1敷地内につきその敷地内のご契約金額の合計額の30％または1,000万円のいずれか低い額が限度）

屋外看板を実際に修復するために生じた費用－自己負担額（※オプション3と同額の自己負担額となります。）
（年間を通じて、設備・什器等のご契約金額の3％または10万円のいずれか低い額が限度）

被災世帯数×20万円
（１事故1敷地内につきその敷地内のご契約金額の合計額の20％が限度）

ご契約金額×5％
ただし、ご契約金額＞保険価額の場合は、保険価額×５％
（1事故1敷地内につき300万円が限度）
  ※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震等とみなします。

残存物の取片づけをするのに実際かかった費用
（損害保険金の10％が限度）

損害の発生および拡大の防止のために実際かかった費用×
   ご契約金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  保険価額×80％

（損害額－自己負担額）×
    ご契約金額

　　　　　　　　　　　保険価額×80％
ただし、ご契約金額または「損害額－自己負担額」のいずれか低い額が限度となります。
また、輸送中の損害は1事故につき1,000万円もしくはご契約金額または「損害額－自己負担額」のいずれか低い額が
限度となります。

ご契約金額（休業損失保険金額）×休業日数＋休業日数短縮費用
　　　　　　　　　（※1）　　　　　　　　　　　　　  （※2）
●休業日数＝復旧期間内の休業日数（定休日を除きます。）をいいます。
　・左記4910（2）（3）の場合は、休業2日目以降が対象となります。
　・10（3）の場合は、30日が限度となります。
　※1　「復旧期間内の売上減少高×支払限度率－復旧期間内に支払を免れた経常費等」を限度とします。

「復旧期間」とは、保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時までに要した期間（損害発生直前
の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。）をいい、ご契約時にお決めいただ
いた復旧期間（約定復旧期間）が限度です。
「支払限度率」とは、最近の会計年度（１か年間）の粗利益の額にその１０％を加算して得た額の同期間内の売上
高に対する割合をいいます。
「支払を免れた経常費等」とは、臨時雇従業員を解雇したため、支払う必要のなくなった人件費などをいいます。

　※2　休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な追加費用で「減少させることができた休業日数×ご契約金
額」もしくは「ご契約金額の30倍」のいずれか大きい額を限度とします。

●左記（1）の場合は、ご契約金額×   損害額  ×70％　　　　　　　　　　　　　　   保険価額

※１　保険価額とは、損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいい、通常は時価額となります。時価額とは、再調達価額（同
等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額）から、経過年数による減価や使用による消耗分を差し引いた額をいいます。

※2　設備・什器等を保険の対象としてご契約いただいた場合にかぎります。（商品・製品等については、左記8の損害はお支払いの対象
となりません。）

（実費が限度）
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